
 

 

 

市内小中学校における食中毒発生に関する対応 

  

 １ 概 要 

   令和２年６月２６日（金）に提供された給食により、医療機関を通し草加保健所

に子どもが下痢、腹痛を起こしているとの通報がありました。６月２８日（日）、

草加保健所から教育委員会に連絡があり、草加保健所の指導により、市内全校にそ

の実態を調査するよう依頼しました。 

   その結果、発症申出者は、調査対象者６，９２２人（児童生徒、教職員他関係者）

のうち、３，４５３人（教職員等２１４人を含む）という実に多くの健康被害を受

けていることを確認しました。 

 ２ 市の対応 

３ 東部給食センターにおける草加保健所、春日部保健所等の検査・調査等の経緯等 

 

６月２９日 ・全保護者へ保健所からのアンケート調査等の協力の依頼 

・給食の停止のお知らせ 

・６月３０日～７月３日までの間、午前中授業、部活動の禁止等についてのお願

い 

６月３０日 ・報道関係者へ情報提供（欠席者数等） 

７月 １日 ・報道機関へ情報提供（欠席者数等） 

７月 ２日 ・報道関係者へ情報提供（欠席者数等） 

・保護者宛お弁当持参のお願い 

・通常授業のお知らせ（７月６日～７月１０日） 

７月 ３日 ・報道関係者へ情報提供（市長、教育長のコメント） 

７月 ９日 ・保護者宛食中毒の結果報告及び今後の学校の対応 

７月１３日 ・報道関係者へ情報提供（大腸菌の分類） 

７月１８日 ・東部給食センター主催 PTA代表者、学校長対象の 

「学校給食食中毒事故説明会」 

７月２０日 ・文部科学省、県教育委員会への説明及び質疑 

７月２３日 ・「八潮市内食中毒事故に関する経過報告及び対応について」PTA 代表者、学

校長対象 市長、副市長、教育長 

６月２８日 ・草加保健所より「食中毒が発生した疑いがある」との一報を受ける 

６月２９日 ・草加保健所より立入検査を受ける 

７月 １日 ・草加保健所、春日部保健所より立入検査を受ける 

７月 ２日 ・患者の検体から病原大腸菌が検出 

・埼玉県より３日間の営業停止処分を受ける 

７月 ６日 ・海藻サラダから、患者の検体と同一の病原大腸菌が検出される 

７月１３日 ・病原大腸菌は「Ｏ７」であることを確認 

７月１６日 ・東部給食センターでの春日部保健所、草加保健所による調理工程の確認 

７月１８日

～８月８日 

・教育委員会同席のもと、東部給食センターによる説明会を２５回開催 
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4 今 後 

（1） パン、牛乳の提供 

現在、学校給食を停止している中、８月２４日（月）より、パンは週３回（月・水・

金）と牛乳は週５日の簡易給食の提供を開始しています。パンと牛乳は公益財団法人

埼玉県学校給食会から購入し、保護者の負担を少しでも軽減できるようパンと牛乳を

提供しています。なお、無償で提供することとしました。 

今後の学校給食の再開については、現在のところ、弁当業者への依頼が可能で

あるか、また東部給食センターが保健所の指導のもと厚生労働省への報告書の提

出を行い安全が担保されているか、ＰＴＡ連合会や校長会での再開に向けての協

議等、様々な再開方法を模索し早期に決定したいと考えています。 

 

(２) 八潮市学校給食審議会の設置 

６月２６日の学校給食による市内小中学校での食中毒事件の発生を受け、学校

関係者、学識経験者、専門家、公募市民による八潮市学校給食審議会を設置しま

した。審議会においては、二度とこのような事態を起こさないよう、今後の安全・

安心な給食提供についての具体的な安全対策や、今後の学校給食のあり方につい

て審議することとしています。 

 

内 容  

委 員 １５人 

学識経験者、学校医、学校薬剤師、学校運営協議会、学校長、町会自治会、

ＰＴＡ、公募  

 

回 数  全６回 

内 容  食中毒の概要について、東部給食センターの対応について 

     児童生徒にとって望ましい学校給食について 

     様々な給食提供の形態について など 
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